
 

 

 
 

 

市労連および市教協(市高・市教組)は、京都市人事委員会に対し申し入れを行いました  

詳細は裏面をご覧ください 

「えがお署名」にとりくんでいます。文科省を後押しする署名です。 

「えがお署名」とは、全教・教組共闘・子ども全国センタ

ーがとりくんでいる「2023年度政府予算にむけた文部科

学省概算要求に対する要請署名」のことです。この署名

は、文科省が財務省に予算要求する際の後押しにもなって

います。 

2020年の秋には、文科省が「来年度から 35人学級にす

る予算を付けてほしい」と要求したのに対して、財務省は

「少人数にしても学力向上には効果がない、という研究結

果が多い」などと拒否する姿勢を見せました。 

それまではこれで引き下がっていた文科省ですが、この

年は違いました。文科省は「『子どもが落ち着いて学校生

活を送れる』『経済的状況の厳しい子どもが多い学校で特

に効果が大きい』などの研究結果もたくさんある！」と、

すぐにホームページに掲載して反論。 

そして 2021年の 3月 31日、義務標準法の一部改正が可

決され、小学校の 35人学級が実現しました。さらに国会

では、小学校にとどまらず中学校や高校の少人数学級も検

討すること、正規教員の採用を促し、非正規教員が増加し

ないようにすることなど、8項目の附帯決議が全会一致で

採択されました。 

文科省が財務省に対して反論できたのは「えがお署名」

や毎年の「教育全国署名」で示された国民の声が文科省を

後押ししたからではないでしょうか。 

今年も財務省に対して文科省が私たちの要求をしっかり

突きつけるよう、この署名にとりくみます。 

署名の最終集約は 6月末です。7月の中央行動で提出予

定です。

 

 

京都市立高校各校の教職員をつなぐ情報紙 

市高ニュース 

2022年5月14日 2022年度 第2号 

京都市立高等学校教職員組合 

℡075-771-1328 fax075-752-2148 

E-mail：kyotoshiko@sky.plala.or.jp 

市高 センセのがっこ。2022 

～えがお新歓・初夏の巻～ 

日時：5月28日(土)13:30開会 終了予定 16:30 

会場：京都教育文化センター101号室 

第一部：共済カフェ 

組合がとりくむ教職員のための助け合いについて、京教済事

務局長の岸さんのお話を聞き、生活設計の参考にします。 

第二部：えがおトーク 

～失敗から学ぶ学校のお仕事～ 不安や悩みを出し合って、

ヒントや展望に変えていきましょう。 

もちろん、参加費無料。お問い合わせは市高教組まで。 

組合加入届 

私は、    年  月より京都市立高等学校教職員組合に加入します。 

     年  月  日 

      高校   氏名            

京教済「総合共済」のおすすめ 

京教済の総合共済は、月 6々00円の掛け金で、退職時には

掛け金の全額が戻ってくる上に、加入期間中、様々なお祝

いやお見舞いの給付があります。給付されるものとして

は、結婚祝い金(1万円)、出産祝い金(5千円)、結婚記念

日祝い金(2万円)などの祝い金や、火災見舞金(最高10万

円)、自然災害見舞金(全壊10万円、半壊5万円、部分壊

1万円)、その他、親族が亡くなった時の見舞金などがあ

ります。若いうちに加入していただく方がお得です。 

加入の申し込みは、市高教組 ℡075-771-1328、 

または 京教済 ℡075-752-9150 

 
お知らせ  「落語会」米二・塩鯛 二人会  京都教育文化センターの第 69回公益事業です。入場無料。 

6月11日(土)、京都教育文化センターホールにて   

午前の部は 11:00から、午後の部は14:00から。いずれも定員は180名 

出演は、桂米二、桂塩鯛 

往復はがきに「希望人数、希望時間、氏名、住所、電話番号」をご記入の上、「〒606-8397京都市左京区聖護院川原町4-13 京

都教育文化センター第 69回公益事業係」までお申し込みください。期限が迫っています。5月 20日(金)消印有効です。 



京都市人事委員会への申し入れ(報告) 

私たちの賃金や手当などの勤務条件は、秋に出される京

都市人事委員会の勧告をもとに、組合と当局の交渉によっ

て決定されます。この勧告にむけた民間給与実態調査に先

立って、市労連および市教協は4月 21日に、人事委員会に

対して「要請書」を提出し、申し入れを行いました。 

人事委員会は、「今年の調査は 4 月 25 日からだが、これ

らの申し入れの趣旨を踏まえて行う」と述べました。 

京都市独自の賃金カットの早期終了を求める 

組合は、人事委員会勧告を無視して実施された京都市の

独自賃金カットに対して、人事委員会がその違法性を指摘

するとともに、早期終了を京都市に要請するよう求めまし

た。人事委員会は「給与カットについては、厳しい財政状況

の中、やむを得ず特例的に行われたものと認識している。し

かし、そもそも地公法にあるように、公務員の給与は人事委

員会の勧告に基づく水準が確保されるべきであり、市会に

対してもそのように意見している」と答えました。 

組合は、「カットの前提となる収入減の見通しが大きく間

違っていたことが明らかになった。我々は二重の意味で不

当な実態に置かれている。そのことを踏まえた勧告をすべ

きだ」と求めました。 

教職員の給与格差の是正を要求 

市教協は、教員の給与が京都市の民間給与の実態に準拠

していない問題、府立学校の教員の給与の方が上回ってい

る実態の是正を求めました。 

この格差は、府費・府並みから市費へ移管する際に、府と

市の民間給与の実態に準拠させるのではなく、前年との格

差だけを適用したことから起こった問題です。市の民間給

与実態が府の民間給与実態を上回っているので、市職員給

与が府職員給与を上回っているのは当然ですが、教員給与

に関しては、逆に府の方が市の方を上回っています。 

この問題について人事委員会は、「市職員の給与と均衡さ

せるべきものだと認識している。教育職員のモチベーショ

ンに関わる話であるので、どういった手法が考えられるか、

必要な研究を続けていきたい」と答えました。 

府費から市費への移管という特殊なケースで起こったこ

となので、人事委員会が、「問題意識としては当然ある。一

方で何が正しいのか答えが導けないでいる」と言うように、

苦慮していることはわかりますが、このままでは教育職員

に対する憲法違反状態が持続することになります。いつま

でも「研究」にとどまることなく、早急に解決するよう求め

ました。 

会計年度任用職員制度の処遇改善 

会計年度任用職員の期末手当を、1.3月から市職員や府並

みの 2.6 月へ見直すこと、その他の処遇改善、とりわけ会

計年度任用職員Ｂについての処遇改善を求めました。人事

委員会からは「市政の重要な担い手であり、生き生きと働け

る勤務環境を作ることが重要」との回答でした。 

労働安全衛生のとりくみ、休憩時間 

労働安全衛生に関する市教委折衝ができていないこと、

超勤縮減の方策が現場任せになっている実態を伝えました。

人事委員会は「(市教委から)コロナで対面での実施は見送

っていると聞いている。労働安全衛生は必要不可欠なもの

で、再度教育委員会には伝えていきたい」と答えました。 

次に組合は、各校長が市教委に提出している「勤務時間及

び休憩時間設定報告書」を教職員に明示すること、休憩時間

を保障すること、などを市教委に指導するよう求めました。

人事委員会は、「校長には職場で掲示するよう指導している

と教育委員会は言っている。事務職と違って休憩がとりに

くい実態は、事業場調査でも聞いている」と述べました。 

勤務時間の把握は当然、、「ウソの報告はダメ」 

組合から、週休日の振り替えや「泊」行事の勤務時間の割

り振り変更の実態を指摘しました。人事委員会は「現実問題

として振り替えが実行できていないことはあるだろう。し

かし、取れていないのに取れたことにしてはいけない。でな

いと、なぜできなかったのか、と次につなげることができな

いし、万が一事故が起こった時だれが責任を取るのかとい

う問題にもなる。管理職にも安易に考えてほしくない」と強

調しました。 

さらに組合は、育児短時間勤務の教職員等が出退勤シス

テムの対象にない問題、非常勤講師には時間外勤務がない

前提になっている問題、持ち帰り仕事を把握していない問

題等を指摘しました。人事委員会は、「勤務時間把握は当然

で、常勤職員だけでなく、パートタイム勤務の職員について

もしっかり把握しなければならない。パソコンのオンオフ

で計るということも可能。勤務時間把握が一部の職員だけ

になってしまっているのはいかがなものか。何か起こった

時に割を食うのは教職員になってしまう」と述べました。 

人事評価、定年延長、ほか 

組合から、学校における人事評価では、評価の偏りにより

意欲が阻害されるなど、納得できない事態が起こっている

ことを指摘しました。人事委員会は「厳しい指摘だと受け止

めている。働く者の意欲の向上・組織の活性化といった地公

法の本来の意味で徹底したい。公正性と納得性が大切。その

評価に至ったことを説明する必要がある」と答えました。 

定年延長について人事委員会は、「教職員の厳しい勤務実

態がある中で、どうモチベーションを維持していくか、多様

な働き方も取り入れていくよう、しっかりと任命権者と話

していきたい」と述べました。 

人事委員会の回答には納得できない部分もありますが、

当然の内容も多々ありました。これをいかにして学校現場

で具体的なものにしていくか、市教委との交渉、あるいは国

レベルでの改善を求めるとりくみが大切になってきます。 

教職員の要求、職場の声を組合にお寄せください。 

組合に加入してください。  


